
派遣労働者の安全衛生管理等について

熊本労働局労働基準部健康安全課
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資料４



はじめに
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派遣労働者も当然に労働安全衛生法が適用されます。

原則として、派遣労働者と労働契約を交わしている派遣
元（派遣会社）がその責任を負いますが、

同時に、派遣労働者を指揮命令して業務を行わせるの
は派遣先であるため、派遣労働者の保護の実効を期する
上から一部の規定については派遣先も責任を負うこととさ
れています。



１．派遣労働者を含め安全衛生管理体制を確立してください。
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●事業者は、左表のとおり業種と規模に
応じて、必要な管理者、産業医等を選任

し、派遣労働者の安全衛生に関する事項
も含め、必要な職務を行わせなければな
りません。

（注）「令」：労働安全衛生法施行令、 「法」：労働安全衛生法

●規模とは、パートタイマー等の臨時的労
働者及び派遣労働者を含めた人数です。

●派遣元は、「その他の業種」です。

●派遣元は、規模が常時50人以上であ
る場合は、衛生委員会を毎月1回以上開
催し、必要な調査審議を行い、議事録を
３年間保存しなければなりません。

●派遣先は、規模が常時50人以上であ
る場合は、安全衛生委員会等を毎月1回
以上開催し、必要な調査審議を行い、議
事録を３年間保存しなければなりません。



２．安全衛生教育等を適切に実施してください。
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派遣元が実施すべき事項
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２．安全衛生教育等を適切に実施してください。

派遣元が実施すべき事項（つづき）
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２．安全衛生教育等を適切に実施してください。

派遣先が実施すべき事項



7

２．安全衛生教育等を適切に実施してください。

派遣先が実施すべき事項（つづき）
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３．派遣労働者の安全な作業の確保のために

派遣元が実施すべき事項
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３．派遣労働者の安全な作業の確保のために

派遣先が実施すべき事項
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４．危険又は健康障害の防止措置を適切に実施してください。

派遣先が実施すべき事項
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５．危険性又は有害性等の調査等を実施してください。

派遣先が実施すべき事項
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６．健康診断を確実に実施してください。

派遣元が実施すべき事項
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６．健康診断を確実に実施してください。

派遣先が実施すべき事項
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７．その他の健康管理対策

派遣元が実施すべき事項

長時間にわたる労働に関する面接指導等を適切に実施してください。

心理的な負担の程度を把握するための検査等を適切に実施してください。
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７．その他の健康管理対策

派遣先が実施すべき事項

派遣労働者も含めたストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析が望まれます。

健康に関する情報に基づく派遣労働者に対する不利益な取り扱いは禁止されています。
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８．派遣労働者が労働災害に被災した場合は

・ 派遣先においては、労働災害の原因を調査し、再発防止対策を講じてください。

派遣元が実施すべき事項

派遣先が実施すべき事項

も も派遣先派遣元



労働者死傷病報告の電子申請義務化（労働者死傷病報告の改正）
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令和７年（2025年）１月１日以降に報告受付となる労働者死傷病報告について、電子申請による報告が義務付けられます。

ただし、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による申請が認められます。

※ 令和６年12月31日以前に発生した労働災害についても、１月１日以降の報告受付分から適用となります。

電子申請での報告のメリット
・パソコン、スマホから記入して電子申請

・窓口や郵送で様式に記入して報告

これまで…

令和７年１月１日以降報告受付分から…
・原則、パソコン、スマホから記入して電子申請

・窓口や郵送で様式に記入して報告

☑ その１ 「帳票入力支援サービス」の活用で作成が簡単！

厚生労働省では、労働者死傷病報告等の作成をサポー

トする「帳票入力支援サービス」をご用意しておりま

す。

① 必須項目や入力内容を案内する入力ガイド

② プルダウン選択によりコード入力が可能

③ 保存した情報を活用し、事業場情報の再入力不要

☑ その２ スマートフォン、パソコンから報告可能！

テレワーク中でも、スマートフォンやパソコンから報

告できます。

☑ その３ 時間短縮！

労働基準監督署に行く手間・時間を短縮できます。

☑ その４ 郵送費がかからない！

電子申請ですので、郵送費はかかりません。

労働基準局広報キャラク
ター
「たしかめたん」



① 事業の種類

日本標準産業分類に基づいた細分類コード（４桁）又は大分類から細分類まで

の業種を選択すると、細分類コードが入力内容に反映されます。

② 被災者の職種

日本標準職業分類に基づいた小分類コード（３桁）又は大分類から小分類まで

の職種を選択すると、小分類コードが入力内容に反映されます。

③ 傷病名及び傷病部位

傷病名及び傷病部位をプルダウン選択すると、対応するコードが入力内容に反

映されます。

④ 災害発生状況及び原因

５段構成による記入方法となり、災害発生状況の記載を分かりやすくしました。

⑤ 国籍・地域及び在留資格

国籍・地域及び在留資格をプルダウン選択すると、対応するコードが入力内容

に反映されます。

労働者死傷病報告の改正項目

①

②

③

④

⑤

【主な改正点】

旧様式では手入力（自由記入可）であった箇所をプルダウン選択又はコード入力

とし、分類の斉一を図ることとしました。

記載方法の問い合わせが多かった災害発生状況について、原因等の把握につなげ

やすくするため、５段構成の記入方法へ変更しました。

労働者死傷病報告の改正項目は、５つ（① 事業の種類、 ② 被災者の職種、 ③ 傷病名及び傷病部位、 ④ 災害発生状況及び原因、

⑤ 国籍・地域及び在留資格）です。
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労働者死傷病報告の報告方法

労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に報告する際は、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

（以下「帳票入力支援サービス」といいます。）をご利用ください。

電子申請

②所轄労働基準監督署①帳票入力支援サービス

安全衛生帳票入力支援サービス □検索

（https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/）

帳票入力支援サービス利用するにあたっての事前準備について

e-Govに連携して電子申請を行いますので、事前にe-Govアカウント又

はGビズIDの取得をお願いします。また、MicrosoftやGoogleでもログ

インできますので、e-Govを使用できる環境かご確認ください。（次

頁のとおり、「帳票作成メニューへ（電子申請を利用する方はこち

ら）」を押下すると、右のログイン画面に切り替わりますので、赤点

線囲みのいずれかをクリックしていいただき、画面の遷移先でアカウ

ントの設定をお願いいたします。
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９．派遣元・派遣先との連携
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※資格が必要な業務の一例
・アーク溶接の業務に係る特別教育
・ガス溶接技能講習
・玉掛けの業務に係る特別教育（つり上げ荷重が１トン未満のクレーンに係る玉掛け業務）
・玉掛け技能講習（つり上げ荷重が１トン以上のクレーンに係る玉掛け業務）
・クレーン取扱い業務等特別教育（つり上げ荷重が５トン未満のクレーン）
・床上操作式クレーン運転技能講習（つり上げ荷重５トン以上）
・小型移動式クレーン運転技能講習（つり上げ荷重１トン以上５トン未満）
・フォークリフトの運転の業務に係る特別教育（最大荷重１トン未満のフォークリフトの運転）
・フォークリフト運転技能講習（最大荷重１トン以上のフォークリフトの運転）
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１０．外国人の派遣労働者について



熊本労働局第14次労働災害防止推進計画の概要

7つの重点対策

③ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
①

自発的に安全衛生対策に取り組むための
意識啓発

社会的に評価される環境整備、災害情報の分
析強化、DXの推進

⑥
業種別の労働災害防止対策の推進

陸上貨物運送事業、建設業、製造業、林業

④
多様な働き方への対応や外国人労働者等

の労働災害防止対策の推進

⑦
労働者の健康確保対策の推進

メンタルヘルス、過重労働、産業保健活
動、化学物質等

②
労働者の作業行動に起因する労働災害防

止対策の推進

令和５年(2023年)４月１日～令和10年(2028年)３月31日までの５か年計画

死亡災害：令和４年比較で５％以上減少

死傷災害：増加傾向に歯止めをかけ令和４年比較で減少
26



SAFEコンソーシアムについて

重点対策①



28

SAFEコンソーシアム 熊本県の加盟企業13社

R6.10.29現在



令和５年度九州・沖縄ブロック賞（転倒災害防止部門）

令和５年度九州・沖縄ブロック賞（安全な職場づくり部門）
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全業種1,342人
９月末日現在
（前年同期1,386人）
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この２つの災害の型で
ある「転倒」と「動作
の反動・無理な動作」
（腰痛に代表される）
は労働者の作業行動に
起因するため、行動災
害と呼びます。全体の
41%を占めています。



転倒災害の原因と対策

滑り

つまずき

重点対策②



転びの予防 体力チェック

自分の意識と実際の身体機能を図って転倒リスクを知り、体力維持
に努めましょう。

出典：中央労働災害防止協会



出典：中央労働災害防止協会



出典：中央労働災害防止協会



出典：中央労働災害防止協会



熊本県の労働災害（休業４日以上）における被災労働者
の年齢別割合の推移
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重点対策③



高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

アウトプット指標（ 2 0 2 7年まで）

「エイジフレンドリーガイドライン」に
沿った対策を講じる事業場を50％以上

アウトカム指標（ 2 0 2 7年まで）

60歳代以上の死傷年千人率を2022年と比較
して男女とも増加に歯止めをかける。

１：安全衛生管理体制の確立等

（経営トップ自ら安全衛生方針を表明し、担当組織・担当者を指定、リスクアセスメントの実施）

２：職場環境の改善

（身体機能の低下を補う設備・装置の導入、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理、勤務形態等の工夫）

３：高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

（健康測定等により、事業者、高年齢労働者双方が健康や体力の状況を客観的に把握）

４：高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

（把握した状況に応じて適合する業務をマッチング、身体機能の維持向上への取組）

５：安全衛生教育

（写真や映像等の情報を活用した安全衛生教育、経験のない業種や業務に従事する場合の丁寧な教育訓練）

※エイジフレンドリーガイドライン全文（厚生労働省HP)
令和2年3月16日付け基安発0316第１号通知

事業者に取り組んでもらいたいこと

エイジフレンドリーガイドラインを踏まえた対策 ＊ 国 で は「エッセンス版」の作成・周知啓発
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熊本労働局健康安全課


